
平成２７年３月 

 

 

各  位 

 

北九州市契約室 

 

 

施工体制台帳の作成及び提出について（お知らせ） 

 

本市では、現在、公共工事の下請契約の請負代金額が合計３，０００万円以上（建築一式工事

の場合は合計４，５００万円以上）の場合のみ、施工体制台帳の作成・提出を求めていますが、

今後は、下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した（軽微な工事を含む）建設業者が下請契

約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出す

るものとします。 

なお、施工体制台帳に基づいて作成する施工体系図は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が

見やすい場所に掲示してください。 

 

 

１ 改正内容 

 

《 現 行 》                《 改 正 後 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施行日 

 

  平成２７年４月１日（施行日以降に契約を締結した工事について適用） 

 

 

３ 施工体制台帳等の作成について 

 

  国土交通省九州地方整備局の「施工体制台帳の作成のポイント」を参考に作成してください。 

    ・施工体制台帳（作成例） 

    ・施工体系図 （作成例） 

 

 

 

※問合せは契約室管理課（093-582-2545）まで 

【施工体制台帳の作成及び提出】 

      ↓ 

下請契約の請負代金額合計が 

３，０００万円以上（ただし、建築一

式工事の場合は４，５００万円以上） 

              

【施工体制台帳の作成及び提出】 

      ↓ 

下請契約の請負代金にかかわらず、下請契

約を締結したとき。 

 

令和 2年 7月 29日下記リンク更新 

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/160601sekoutaisei.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001283641.xls
https://www.mlit.go.jp/common/001280523.xls

